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東京都子どもを受動喫煙から守る条例の家庭における

喫煙ルールに対する影響の評価
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目的 受動喫煙には子どもの健康への悪影響がある。そのため，2018年 4 月 1 日に東京都では「東

京都子どもを受動喫煙から守る条例」が施行された。日本における子どもの受動喫煙の防止を

目的とした条例の影響について評価した報告はいまだ存在しない。本研究では，東京都の条例

の施行前後の家庭における喫煙ルールの変化について分析し，条例の影響を評価した。

方法 2018年 1 月26日～3 月20日および2019年 2 月 2～25日に日本の一般住民を対象としてイン

ターネット縦断調査を実施した（JASTIS 研究）。東京都居住者とコントロール地域居住者そ

れぞれにおける2018年および2019年の家庭が屋内禁煙である者の割合の変化を差分の差分

（DiŠerence-in-DiŠerence, DID）法を用いて分析した。

結果 コントロール 1（東京都を除いた46都道府県に居住する者），コントロール 2（関東地方を除

いた都道府県に居住する者），コントロール 3（政令指定都市を有する都道府県に居住する者）

の 3 種類のコントロールを用いて解析を行ったが，共変量調整 DID は，コントロール 1 で

－1.0ポイント（95信頼区間（CI)＝－5.8, 3.9），コントロール 2 で－1.0ポイント（95

CI＝－5.9, 4.0），コントロール 3 で－1.0ポイント（95 CI＝－5.9, 3.9）であり，いずれ

のコントロールを用いた場合も有意差を認めなかった。また，性別，年齢，喫煙状況，世帯年

収，住居，仕事の状況，学歴，婚姻状況のいずれの属性で層別化した場合でも有意差は認めら

れなかった。

結論 本研究により，「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」施行前の2018年と施行後の2019年

で，東京都民の家庭での喫煙ルールは変化しなかったことが明らかになった。今後の自治体に

おける受動喫煙防止条例の立案および推進方策について検討する上で，本研究は有用な資料に

なるものと考えられる。
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 緒 言

タバコの先端から生じる副流煙には，喫煙者が吸

引する主流煙と比較して，ニコチンや一酸化炭素の

ような有害物質の含量が多いことが知られてい

る1)。受動喫煙により暴露される煙には数千に及ぶ

化学物質が含まれる1)。2004年において全世界で子

どもの40，非喫煙者の男性の33，非喫煙者の女

性の35が受動喫煙に曝され，受動喫煙により60万

3 千人が死亡したと報告されている2)。受動喫煙は

乳幼児突然死症候群や中耳炎，喘息，肺炎，肥満，

う，認知機能の低下，白血病等，多岐にわたる疾

患と関連することが報告されている3,4)。

子どもは自ら受動喫煙を避けることが出来ない。

タバコ由来の発癌性物質である NNAL (4-(methyl-

nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol））の尿中濃度

は，両親が喫煙者でかつ家庭での受動喫煙がある子

どもにおいて，家庭での受動喫煙の無い子どもと比

較して高値を示すことが報告されている5)。また，

日本で小学 4 年生を対象に行われた調査において，

ニコチンの代謝産物であるコチニンの尿中濃度は，

父親が喫煙者の場合と比較して，母親が喫煙者の場

合に，高値を示すことが報告されている6)。このよ
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うに，子どもの受動喫煙の程度は保護者の喫煙行動

が影響する。

2003年 5 月にたばこの規制に関する世界保健機関

枠組み条約が採択され，各国でタバコ対策が推進さ

れてきている7)。台湾では2009年に公共交通機関，

室内の公共施設，3 人以上の職場を対象として屋内

禁煙化政策が実施され，子どもの家庭での受動喫煙

が2005年の51から，2009年に32，2013年に28

と減少したことが報告されている8)。ドイツでは

2007年に，公共施設や鉄道の駅，公共交通機関での

喫煙が禁止され，0 から 6 歳の子どもの家庭での受

動喫煙が23.9（2003年から2006年）から6.6

（2009年から2012年）に減少したことが報告されて

いる9)。また，メタ解析により，屋内禁煙化政策の

実施によって，子どもの喘息の悪化や下気道感染症

による通院が有意に減少することが報告されてい

る10)。

以上のように，屋内禁煙化政策の実施が，子ども

の受動喫煙減少へとつながる可能性がある。一方で，

2001年から2002年にかけて日本で行われた 6 か月の

乳児を対象とした調査において，家庭で喫煙する母

親は12.1，父親で36.1，両親のどちらかが家庭

内で喫煙する家庭は37.5であった11)。また，2015

年に行われたインターネット調査によると，日本で

は家庭や車での喫煙を禁止している人の割合は

47.0であった12)。一度も喫煙をしたことのない非

喫煙者においても，家庭や車での喫煙を禁止してい

る人の割合は56.4と全体の半分程度であり，これ

は，アメリカミネソタ州の85と比較すると低

い12,13)。

2018年 4 月 1 日に東京都では「東京都子どもを受

動喫煙から守る条例（以下，東京都条例）」が施行

された14)。この条例は，子どもの生命および健康を

受動喫煙の悪影響から保護するために，「保護者は，

家庭などにおいて，子どもの受動喫煙防止に努めな

ければならない」と定めている14)。日本における子

どもの受動喫煙の防止を目的とした条例の家庭での

喫煙ルールへの影響について評価した報告はいまだ

存在しない。本研究では，東京都条例の施行によ

る，東京都民における家庭での喫煙ルールの変化を

評価することを目的として，条例施行前の2018年の

データと条例施行後の2019年のデータを用いて差分

の差分（DiŠerence-in-DiŠerence, DID）法による分

析を行った。

 研 究 方 法

. データ

日本の一般住民を対象として2015年から毎年，日

本の新型タバコを含むタバコ問題に関するインター

ネット調査（The Japan `̀ Society and New Tobacco''

Internet Survey; JASTIS 研究）を実施している（調

査の詳細については，調査について説明した先行研

究論文を参照のこと)15)。本研究では JASTIS 研究

2018～2019年の縦断調査データを用いた。調査は楽

天インサイト株式会社に委託し，調査実施期間は

2018年 1 月26日～3 月20日および，2019年 2 月 2 日

～2 月25日であった。

インターネット調査の実施に当たり，調査を受け

ることの同意はあらかじめ調査会社により実施され

ている。さらに，調査内容について本調査実施時に

説明を追加した。日本マーケティングリサーチ協会

による綱領およびガイドラインに従い，本調査の実

施に関して調査会社から承認を得た。「アンケート

調査対象者への説明文」を調査参加者全員に対して

提示し，調査で得られた情報は個人を特定できない

形でしか発表されないことや調査の目的以外には利

用しないことを対象者に伝えた。本研究に関して大

阪国際がんセンターの倫理審査委員会からの承認

（2016年11月 7 日承認no.1611079163）を得て研究

を実施した。

. 項目

家庭での喫煙ルールについて評価するために，

「あなたの自宅（屋内）における喫煙についてのルー

ルに最も近いのは次のどれですか。」という質問を

利用した。この質問に対する回答の選択肢は，「自

宅内では喫煙できない」，「自宅ではどこでも喫煙で

きる」，「喫煙できる場所とできない場所がある」，

「該当しない（施設に長期入所している等）」，「わか

らない」の 5 つであった。家庭での喫煙ルールとし

て，「自宅内では喫煙できない」と回答した者を

“家庭が屋内禁煙である者”，「自宅ではどこでも喫

煙できる」あるいは「喫煙できる場所とできない場

所がある」と回答した者を“家庭が屋内禁煙でない

者”と定義した。また，「該当しない（施設に長期

入所している等）」あるいは「わからない」と回答

した者は調査対象者から除外した。

基本属性として，性別，年齢，喫煙状況，世帯年

収，住居，仕事の状況，学歴，婚姻状況を定義し，

調整変数および層別化に用いた。性別は「男性」と

「女性」に層別化した。年齢は，2018年と2019年の

調査それぞれで，「50歳未満」と「50歳以上」に層

別化した。喫煙状況は，調査時に30日以内にタバコ

の使用があった場合を「現在喫煙者」とし，それ以

外を「非喫煙者」として層別化した。世帯年収は，

昨年の年収（税込み）に関して「600万円未満」，

「600万円以上」および「不明（「答えたくない」あ
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るいは「分からない」と回答した場合）」に層別化

した。住居は，持ち家の有無で層別化した。仕事の

状況は，「無職・リタイア・学生」，「専業主婦・主

夫」および「仕事あり」に層別化した。学歴は，最

後に卒業した学校について「中学校・高校」と「大

学・大学院・専門学校・短大・高専」に層別化し

た。婚姻状況は，「既婚（配偶者あり）」，「未婚」お

よび「死別・離婚」に層別化した。層別化は2018年

と2019年の調査のそれぞれで行った。

. 統計解析

調査の妥当性を高めるため，インターネット調査

回答者から不正回答とみなした者を除外し，分析を

行った。下記～のいずれかに該当する者を不正

回答とみなした。

 ｢下から 2 番目の選択枝を選択してくださ

い。」の質問に対して 2 番目を選択しなかった者

 ｢あなたは，現在アルコールや薬物を飲んだ

り，使ったりしていますか。下記のそれぞれについ

てお答えください。1. アルコール（ビール・日本

酒・焼酎・ワイン・ウイスキーなど），2. 睡眠薬・

抗不安薬，3. ネオシーダー，4. シンナーやトルエ

ンなど有機溶剤の吸引（仕事上の適切な使用につい

ては問わない），5. モルヒネなどの麻薬（癌による

疼痛に使用する場合などを除く），6. 危険ドラッグ

（脱法ハーブ・マジックマッシュルームなど），7.

大麻（マリファナ），8. 覚せい剤・コカイン・ヘロ

イン」の質問に対してすべての項目に「ほとんど毎

日使った」と回答した者

 ｢あなたには現在，持病がありますか。1. 高

血圧，2. 糖尿病，3. 喘息（ぜんそく），4. アトピー

性皮膚炎，5. 狭心症，6. 心筋梗塞，7. 脳卒中（脳

梗塞もしくは脳出血），8. COPD（慢性閉塞性肺疾

患），9. がん（肺，口腔咽頭，喉頭），10. がん（食

道，胃），11. がん（肝臓，膵臓，腎臓，尿路，膀

胱），12. がん（その他），13. うつ病，14. うつ病以

外の精神疾患」の質問に対してすべての項目に「現

在ある」と回答した者

本研究では解析を行うにあたって，JASTIS 研究

の2018年と2019年の両方の調査に回答した調査対象

者7,107人から不正回答者280人を除外し，さらに，

2018年と2019年で居住する都道府県が同一でなかっ

た回答者137人を除外した。そして，さらに，「該当

しない（施設に長期入所している等）」あるいは

「わからない」と回答した1,387人を除外した5,303

人を分析対象者とした。「該当しない」もしくは

「わからない」と回答した1,387人について，「該当

しない」と回答した対象者は2019年の調査で305人

（東京都居住者39人，その他の都道府県居住者

266人），2018年の調査で296人（東京都居住者49

人，その他の都道府県居住者247人）であった。

「わからない」と回答した対象者は，2019年の調査

で635人（東京都居住者87人，その他の都道府県

居住者548人），2018年の調査で558人（東京都居

住者79人，その他の都道府県居住者479人）で

あった。

東京都に居住する者の比較対照として，以下に示

す 3 種類のコントロール地域居住者を設定した。

コントロール 1東京都を除いた46都道府県に居

住する者。

コントロール 2関東地方（茨城県，栃木県，群

馬県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県）を除い

た都道府県に居住する者。

コントロール 3政令指定都市を有する都道府県

（北海道，宮城県，埼玉県，千葉県，神奈川県，新

潟県，静岡県，愛知県，京都府，大阪府，兵庫県，

岡山県，広島県，福岡県，熊本県）に居住する者。

コントロール 1 を用いることにより，東京都居住

者と東京都以外の居住者を比較することで，日本の

全体的な家庭での喫煙ルールの変化について比較検

討が可能である。一方で，コントロール 2 では，東

京都と同じ関東地方に属する都道府県の居住者を除

くことで，東京都と地理的に離れた地域の家庭での

喫煙ルールの比較検討が可能になる（東京圏には条

例の影響が及ぶ可能性が高いため）。また，コント

ロール 3 では，東京都居住者と政令指定都市を有す

る都道府県の居住者を比較することで，都市部にお

ける家庭での喫煙ルールの変化について比較検討が

可能になる。

東京都居住者とコントロールそれぞれにおける分

析対象者の基本属性について表 1 に示した。東京都

居住者と各コントロール間でカイ二乗検定あるいは

フィッシャーの正確検定を行った。東京都居住者と

コントロールそれぞれにおける2018年および2019年

の家庭が屋内禁煙である者の割合を指標に差分の差

分（DiŠerence-in-DiŠerence, DID）法による分析を

行った16,17)。差分の差分（DID）は，2019年の家庭

が屋内禁煙である者の割合から2018年の家庭が屋内

禁煙である者の割合を引いた値を差分（diŠerence）

とし，東京都の差分からコントロールの差分を引い

た値である。

diŠerece＝2019年の家庭が屋内禁煙である者の割

合（）－2018年の家庭が屋内禁煙で

ある者の割合（）

DID＝diŠerence（東京都）－diŠerence（コント

ロール）

差分の差分（DID）法は，下記の回帰分析により
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行った。

Yit＝b0＋b1Treatmentit＋b2Periodit＋b3Treatmentit

×Periodit＋b4Covariatesit＋ei

Yit は，インターネット調査年 t において，イン

ターネット調査回答者 i が家庭が屋内禁煙である者

の場合 1 を，家庭が屋内禁煙ではない者の場合 0 を

示す。Treatmentit は，インターネット調査年 t にお

いて，回答者 i が東京居住者の場合 1 を，東京居住

者以外の場合 0 を示す。Periodit は，2019年の場合 1

を，2018年の場合 0 を示す。Covariatesit は共変数

（調整変数）であり，性別，年齢，喫煙状況，世帯

年収，住居，仕事の状況，学歴，婚姻状況を共変量

調整 DID を求める際に用いた。調整変数は，研究

方法の項目において記載されている通りに2018年と

2019年，それぞれの年の値を層別化し，それぞれに

0 か 1 を割り当てることでダミー変数を利用した。

交差項である Treatmentit×Periodit の係数 b3 が差分の

差分（DID）を示す16)。感度分析として，家庭での

喫煙ルールについて「分からない」と回答した者を

「屋内禁煙ではない」とみなした分析を行った。統

計解析には Stata/SE13.1を使用した。

 研 究 結 果

表 1 に分析対象者の基本属性を示す。分析対象と

なった東京都居住者は726人，コントロール 1 は

4,577人，コントロール 2 は3,368人，コントロール

3 は3,403人であった。東京都居住者と各コント

ロール間でカイ二乗検定あるいはフィッシャーの正

確検定を行ったところ，いずれのコントロールと比

較した場合においても，年齢，世帯年収，住居，学

歴，婚姻状況で有意差が認められた（P＜0.05）。

表 2 から表 4 にコントロール 1（表 2），コント

ロール 2（表 3），コントロール 3（表 4）を用いて

DID 法による分析を行った結果を示す。2018年と

2019年それぞれにおける家庭が屋内禁煙である者の

割合は，東京都居住者で65.0と64.5，コント

ロール 1 で 63.8と 64.4，コントロール 2 で

62.6と63.3，コントロール 3 で64.0と64.4

であった。共変量調整 DID は，コントロール 1 で

－1.0ポイント（95信頼区間（CI)＝－5.8, 3.9），

コントロール 2 で－1.0ポイント（95 CI＝

－5.9, 4.0），コントロール 3 で－1.0ポイント

（95 CI＝－5.9, 3.9）であり，いずれのコントロー

ルを用いた場合も有意差は認められなかった。層別

解析を行ったところ，婚姻状況が死別・離別の場合

に，共変量調整 DID がコントロール 1 で7.5ポイ

ント（95 CI＝－8.7, 23.7），コントロール 2 で

7.0ポイント（95 CI＝－9.9, 23.9），コントロー

ル 3 で9.7ポイント（95 CI＝－7.0, 26.3）と高

い傾向が見られたものの，有意差は認められなかっ

た。また，現在喫煙者の場合においては，共変量調

整 DID がコントロール 1 で－4.4ポイント（95

CI＝－15.4, 6.6），コントロール 2 で－4.7ポイン

ト（ 95 CI＝－ 15.9, 6.5），コントロール 3 で

－4.3ポイント（95 CI＝－15.4, 6.9）であり，

低い傾向が認められたものの，有意差は認められな

かった。他のいずれの層別化した群においても，有

意差は認められなかった。また，家庭での喫煙ルー

ルについて「分からない」と回答した者を「屋内禁

煙」ではないとみなし分析したところ，結果はほと

んど変わらなかった（感度分析データは提示せず）。

 考 察

東京都条例施行後の2019年において，施行前の

2018年と比較して，家庭が屋内禁煙であると回答し

た者の割合は増加しておらず，さらに，本研究で

行った DID 分析では，東京都条例施行前の2018年

と施行後の2019年で，性別，年齢，喫煙状況，世帯

年収，住居，仕事の状況，学歴，婚姻状況で層別化

したいずれの群においても，2018年と2019年の家庭

が屋内禁煙であると回答した者の割合を指標に評価

した DID に有意差が認められなかった。このこと

から，条例の施行により東京都民とその他の地域居

住者において家庭での喫煙ルール変化に有意な差が

無かったことが示唆された。

家庭での喫煙ルール変化に有意差が認められな

かった原因として，東京都条例は包括的な屋内禁煙

化政策では無いことが考えられる14)。東京都条例よ

り以前に施行された受動喫煙防止に関連した条例と

して，兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例が存在

する18)。この条例では不特定多数の者が利用し，ま

たは出入りすることができる施設を禁煙の対象とし

ていたが，客室面積が100 m2 以下の飲食店は時間

分煙や喫煙の選択も可能であった18)。兵庫県受動喫

煙の防止等に関する条例施行による非喫煙者の受動

喫煙の状況について，差分の差分法により評価され

た報告によると，条例施行により喫煙者の喫煙行動

に変化は認められず，喫煙場所が公共施設から家庭

のような私的空間に変化したことが示された17)。屋

内禁煙化政策の効果は，部分的な屋内禁煙化政策と

比較して屋内の全面的な禁煙化を定めた包括的な屋

内禁煙化政策によってより良好な結果が得られるこ

とが知られている10)。しかしながら，包括的な屋内

禁煙化政策は全世界の人口の22を占める62か国で

しか施行されておらず，東京都条例が施行された

2018年時点の日本においては包括的な屋内禁煙化政
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策は存在しない7)。本研究は，東京都条例を対象に

解析を行っており，包括的ではない屋内禁煙化政策

の家庭での喫煙ルールに対する影響の低さを反映す

るものと考えられる。

また，家庭での喫煙ルール変化に有意差が認めら

れなかった原因として，東京都条例の拘束力の低さ

が影響した可能性も考えられる。東京都条例では，

罰則がなく，子どもの受動喫煙防止に努めなければ

ならないとされている14)。家庭内で喫煙を行ってい

る 5 歳以下の子どもを持つ喫煙者を対象とした英国

での無作為化比較試験において，家庭の環境測定

や，行動のサポート，ニコチン代替療法等の複数の

介入を行うことで，通常の介入が行われた群と比較

して，PM2.5濃度が有意に低下したことが報告され

ている19)。家庭は公共施設とは異なり他人により監

視されることが無く，罰則のような積極的な介入も

存在しなかったことが，東京都民にとって，家庭で

の喫煙ルールを変更する行動につながらなかった可

能性が考えられる。

本研究では，東京都民に対するコントロールとし

て，東京都以外の日本全体を示すコントロール 1，

東京都の属する関東地方に属さない都道府県で構成

されるコントロール 2，政令指定都市を有し大都市

としての性格を有するコントロール 3 の 3 種類のコ

ントロールを用いて解析を行ったものの，いずれの

場合も有意差は認められなかった。東京都条例に関

して，東京都はホームページにおいて，東京都条例

の内容や，一般向けおよび飲食店向けの条例啓発チ

ラシのデータ，広報誌等掲載用記事データを掲載し

ている20)。また，テレビや新聞のようなメディアで

の報道が多数なされたことが報告されている21)。こ

のような東京都やメディアの活動は，継続的に一般

へ周知するものではなく，東京都やメディアによる

活動の有効性が低かったために，家庭での喫煙ルー

ルに変化が認められなかった可能性が考えられる。

また，本研究ではいずれのコントロールにおいて

も，家庭での喫煙ルール変化に大きな違いが認めら

れなかったことから，メディアによる各地域に対す

る影響の偏りは生じなかったと考えられる。

また，本研究における分析対象者は，国民生活基

礎調査回答者と比較して喫煙者が少なく，学歴がや

や高いことが先行研究で報告されており，一般より

もメディアリテラシーが高い集団である可能性が考

えられる22)。そのようなメディアリテラシーが高

く，条例制定に関する情報に暴露された可能性の高

い集団ですら，家庭での喫煙ルールに有意な変化が

認められなかったことから，一般集団を対象に同様

の解析を行った場合であっても，条例による効果は

認められないかもしれない。

本研究の問題として，解析に使用したインター

ネット縦断調査では，回答者の子どもの有無に関す

る情報は取得しておらず，子どものいる家庭に限定

して屋内禁煙ルールについて評価したわけではない

ことが挙げられる。よって，東京都条例の目的であ

る子どもの受動喫煙が条例施行により変化したかど

うかに限定した情報は得られていない。しかしなが

ら，屋内禁煙政策の推進によって，子どもの受動喫

煙が減少することが報告されていることから，子ど

もの有無に関わらず，家庭での喫煙ルールの変化

は，子どもの受動喫煙の程度と相関すると考えられ

る9)。また，家庭に子どもがいる可能性がより高い

と考えられる既婚者と子どもがいる可能性のより低

い未婚者に着目した場合，未婚者と比較して既婚者

で DID の値が大きくはなっておらず，子どもの有

無と家庭の屋内禁煙の関連は小さいと考えられた。

健康増進法の一部を改正する法律が2018年 7 月に

成立し，2020年 4 月 1 日より全面施行された23)。健

康増進法の改正では，受動喫煙の防止を図るため

に，学校・病院・児童福祉施設等，行政機関，旅客

運送事業自動車・航空機は禁煙，その他の多数の者

が利用する施設，旅客運送事業船舶・鉄道は原則屋

内禁止とされた23)。2018年に行われたインターネッ

ト調査（International Tobacco Control (ITC) Japan

Wave 1 Survey）により，日本では職場で49，レ

ストランで55，バーで83の人が受動喫煙を受け

ていることが明らかになっている24)。健康増進法の

一部を改正する法律施行による，日本人の受動喫煙

への影響について今後評価を行っていく必要があ

る。また，子どもの家庭での受動喫煙と関連する因

子として，保護者の喫煙，低い社会経済地位，低学

歴が挙げられる25)。本研究で行った解析では，収入

や学歴ごとに層別化して解析を行ったものの，いず

れの群においても，条例施行前後で家庭の喫煙ルー

ルに関して有意な変化は認められなかった。今後の

研究においても，子どもに受動喫煙をさせるリスク

が高い集団に対する法律の影響について評価してい

く必要があると考えられる。

 結 語

本研究では，DID 分析により，東京都条例施行

前の2018年と施行後の2019年で，東京都民の家庭で

の喫煙ルールは変化しなかったことが明らかになっ

た。本研究は，東京都条例の効果について検討する

上で，有用な資料になるものと考えられる。健康増

進法の一部を改正する法律施行による，日本人の受

動喫煙への影響について今後評価を行っていく必要
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EŠects of ordinances prohibiting smoking in private homes with children following

smoke-free household rules in Tokyo

Yuka UMEKIand Takahiro TABUCHI2

Key wordssmoke-free household ordinance, passive smoking, child

Objectives Exposure to secondhand smoke is harmful to children's health. Therefore, the Tokyo metropoli-

tan area implemented an ordinance on April 1st, 2018 that prohibits smoking in private homes when

children are present. To date, the eŠect of this ordinance has not been studied. In this study, we

evaluated the change in the percentage of residents in the Tokyo metropolitan area who have smoke-

free household rules using diŠerence-in-diŠerence (DID) analysis.

Methods A one year, follow-up, longitudinal internet survey of the general Japanese population was con-

ducted from 2018 to 2019 (Japan Society and New Tobacco Internet Survey, JASTIS). DID analy-

sis was conducted using the percentage of residents who have smoke-free household rules in Tokyo

metropolitan area and control groups in 2018 and 2019.

Results We utilized three control groups (Control 1: residents in Japan except from Tokyo metropolitan

area; Control 2: residents in Japan except from Kanto region; Control 3: residents in prefectures

which have ordinance-designated city) for DID analysis. Covariate-adjusted DID estimates for each

control group were －1.0 percentage points (Control 1, 95 Conˆdence Interval (CI)＝－5.8,

3.9), －1.0 percentage points (Control 2, 95 CI＝－5.9, 4.0), and －1.0 percentage points

(Control 3, 95 CI＝－5.9, 3.9) indicating that there was no signiˆcant diŠerence for all control

groups. Moreover, no signiˆcant diŠerence was observed when respondents' answers were analyzed

and stratiˆed according to sex, age, household income, housing tenure, smoking status, education,

or marital status.

Conclusions DID analysis revealed no signiˆcant change in the percentage of residents of the Tokyo

metropolitan area who have smoke-free household rules after the implementation of the ordinance.

This study will be useful for local governments when planning and promoting more eŠective smoke-

free ordinances.
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2Cancer Control Center, Osaka International Cancer Institute


